
特定社会保険労務士　西川みさき

厚生労働省
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案要綱」の諮問と答申
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000037665.html

　法案要綱は、一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識など
を有する有期契約労働者と、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者について、改正
労働契約法に基づく無期転換ルールの特例を設けることなどを内容としています。
　平成27年4月の施行を目指し、今通常国会へ法案が提出される予定です。

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する
特別措置法案要綱の概要 ～平成26年2月20日　厚生労働省公表～

①計画の作成
・対象労働者に応じた適切な雇用管理に
　関する事項
　例：労働者が自らの能力の維持向上を図る機会

の付与（高度専門労働者）
配置、職務等に関する配慮（高齢者）

無期転換ルールの特例の仕組み

事業主 厚生労働大臣

労働者

基本指針
・対象労働者に応じた適切な雇用管理に
　関する事項　等
（高度専門労働者、高齢者それぞれについて
　趣旨に即した多様な事項を例示）

②申請

③認定
基本指針に沿った対応が
取られると認められれば認定

④有期労働契約の締結
　※契約締結・更新時に労働条件を明示
　　・無期転換申込権発生までの期間
　　・特例の対象となる業務（高度専門労働者）
　　  （労働基準法施行規則で対応）

・高度専門労働者
　　一定の期間内に完了する業務に従事
　　高収入かつ高度の専門的知識等を有する者

・定年後引き続いて雇用される者

⑤無期転換ルールの特例
　（1）高度専門労働者

　（2）定年後引き続いて雇用される者

完了の日開始の日
5年を超える期間

定年 65歳

☆プロジェクトの期間中は、対象労働者について
　無期転換申込権は発生しない（ただし10年を上限）

☆定年後引き続いて雇用されている期間中は、対象労働者
　について無期転換申込権は発生しない
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大阪オフィス tel 06-6345-3777
神戸オフィス tel 078-371-5120

プロジェクト（高度の専門的知識等を必要とする業務）

引き続いて雇用


